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治療的司法ジャーナル第2号（2019年3月） 

 2018年春、当センターは創設2年目を迎えました。 

 これまでのセンターの活動や社会の動きを簡単に振り返るため、当ジャーナル第1号以降の活動

報告を添えて、第2号の刊行の巻頭言としたいと思います。 

 2017年9月には治療的司法を支える理論である「治療法学(therapeutic jurisprudence: TJ)」の

生みの親である、デビッド・ウェクスラー教授をプエルトリコからお迎えし、犯罪関連5学会合同

シンポジウムで講演を頂きました。400人もの聴衆があり、再犯防止の切り札として治療的司法と

いう哲学やその背後にある治療法学に大いに関心が寄せられていることを知ることが出来まし

た。 

 2018年7月にはセンター設立1周年の記念シンポジウムを開催することが出来ました。およそ

100名の方が各界からご参加いただき、法務省保護局より畝本直美局長に来賓としてご挨拶をいた

だき、平井愼二医師（下総精神医療センター）から「条件反射制御法で把握した行動原理に従う

司法」というタイトルで講演いただき、実際にそうした治療法で依頼人のストーカー行動を制御

することに成功してこられたNPO法人ヒューマニティ理事長の小早川明子氏に具体的取り組みを

語って頂きました。センターからは2名の客員研究員が刑務所内での取り組みや薬物依存を焦点と

した海外の問題解決型裁判所の紹介をいたしました。このシンポジウムの様子は新聞やネット

ニュースなどで配信され、センターの取り組みが発信されると共に、このようなイベントを通じ

て脱刑罰依存の刑事司法の必要が社会で理解されるきっかけとなると私たちは期待しているとこ

ろです。 

 さて、センターではこのような社会的耳目を集める活動だけを行なっている訳ではあり 

ません。 

 当センターは様々なターゲットと目的を持つ8つものプロジェクトを現在抱えています。①教

育、②研修、③研究開発、④出版、⑤政策、⑥翻訳、⑦国際連携、⑧依存症アドヴォカシー連

携、です。①は出前講義や記者向けのレクチャーシリーズ、②は弁護士向けの情状弁護研修を通

じたTJ精神の普及、③は海外や国際におけるTJ的な実務、制度の動向調査、④は治療的司法に関

連する論文や書籍の出版で、本ジャーナルの刊行はここに当たります。⑤は立法府や行政機関に

対するTJ的な法整備、政策設計の働きかけ、⑥は海外の重要なTJ関連論文の翻訳紹介、⑦は海外

のTJ関連団体やTJ研究機関との交流・連携、⑧は様々な依存症を抱えたクライアントの回復・離

脱・更生をサポートするアドヴォカシー（支援者）のネットワーク作りのお手伝いです。 

 ②に関しては、全国各地で開催される日弁連法務研究財団の研修プログラムの企画運営に協力

し、それぞれ窃盗症（クレプトマニア）の事案であるとか、社会福祉との連携や就労支援による

更生の援助の必要などについて学ぶ機会を提供しています。 

 ③に関しては、2018年10月、西南学院大学で開催されました犯罪社会学会第45回研究大会にお

きまして、「『入り口支援』は悪なのか：治療的司法概念に基づく回復支援・問題解決型司法を
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考える」と題してテーマセッション を企画し、法制審議会で検討されている「条件付き起訴猶予

制度」について賛成論・反対論の双方から活発な議論を行うことができました。2019年3月には北

海道大学で開催されます法と精神医療学会第34回大会におきまして、「司法と医療の連携による

更生支援型刑事司法を考える：治療的司法の観点から」と題したシンポジウムを企画運営する予

定になっています。 

 ④については、2018年9月、第一法規から『治療的司法の実践―更生を見据えた刑事弁護のため

に』と題する書籍が刊行されました。社会内には依存症離脱や貧困者の福祉的支援をする様々な

支援者（アドヴォカシー）の方々の活動がありますので、そうした社会的資源を利用して被疑者

被告人の更生を目指す情状弁護のあり方を提言する全く新たな刑事弁護の指南書として出版しま

した。わが国で「治療的司法」をタイトルに冠する初めての書籍となります。店頭でお手に取っ

ていただければ幸いです（参照→ https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/

detail/103339.html  ） 

 ⑦に関しては、2019年7月にローマで開催されます、第36回世界法と精神医療学会で治療的司

法部門の中で、日本チームによる日本版の治療的司法への取り組みを報告するセッションを企画

しています。 

 なお、センターには、学生サポーター制度も設けられ活動のお手伝いをいただいています。TJ

に関わる理論や研究に興味のある方はセンターまでご連絡ください。 

いぶすき・まこと（成城大学教授） 
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1 はじめに 

 ドラッグ・コートとは、覚せい剤などの薬物

に依存している人が特定の罪を犯した場合に、

特別な司法システムでその処遇を決めるという

裁判所主導の手続きである。 

 1989年フロリダ州マイアミで1人の裁判官が

始めた手続きが、今や英語圏を中心に世界中に

広がっており、アメリカ合衆国内では3000以上

の法廷で実施されすでにポピュラーな手続きと

なっている。 

 ドラッグ・コートはそれぞれの裁判官が、そ

の職責によって手続きを決めているため個々に

若干の違いがあるものの、大まかには以下のよ

うな手続きとなっている。 

 ①通常の裁判所での有罪宣告 

 ②ドラッグ・コートの対象者を選別 

 ③対象者が①の宣告に従い服役するか、ド

ラッグ・コートを利用するかを選択 

 ④ドラッグ・コートを選択した場合、その対

象者に対して必要な支援やプログラム、治

療などの計画が立てられ、定期的に開かれ

るドラッグ・コートでその進捗状況が確認

される 

 ⑤④の計画を終了すれば卒業となり、宣告 

された刑の執行を免れる 

日本では、まだこのような裁判所主導の手続き

は行われていない。 

 しかしながら、日本でも刑の一部執行猶予制

度が施行され、保護観察所が主導して社会内で

薬物離脱プログラムが実施されるなど、薬物依

存症からの回復支援の必要性への理解が高まっ

ているところである。 

 そこで、私は日本でも欧米のドラッグ・コー

トのように、服役を回避しつつ薬物離脱の効果

的なプログラムを受けられるようなシステム

（いわゆる「日本版ドラッグ・コート」）が現

行制度のままで実現可能かどうかについて、そ

の示唆を得るためにハワイ州マウイ島及びオー

ストラリアのシドニーで実際のドラッグ・コー

トやそこで行われている社会内処遇を視察し

た。 

 本レポートでは、以下ではその視察について

報告するとともに、日本においても「日本版ド

ラッグ・コート」が現行制度のままで実現可能

であり、それが被疑者・被告人のみならず社会

にとっても望ましい司法プロセスであることを

紹介したい（なお、「日本版ドラッグ・コート」

は2007年に石塚伸一編の著書で名付けられたも

のである）。 

2 ハワイ州マウイ島のドラッグ・コート 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年3月下旬、まずはハワイ州マウイ島に

てドラッグ・コート視察を行った。 

 マウイ島では、1990年代に「アイスブレー

カー」と呼ばれるグループにより大量の覚せい

剤が持ち込まれ、その依存症が問題となって

いたところ、シャクリー・ラフェット裁判長

が2000年8月から自身の法廷でドラッグ・コー

トを開始した。   

 マウイ島では、実際のドラッグ・コートの

法廷内でその様子を傍聴したあと、マウイの

ドラッグ・コート手続き説明を受けた。 

 法廷は、通常の刑事裁判が行われている法廷

がそのまま使われているが、その中には、裁判

官、検察官、弁護人のほかに、ドラッグ・コー

ト担当のケースワーカーや警察官、薬物離脱支

援施設の職員など、通常の法廷では見られない

専門職チームが加わっており、通常の刑事裁判

のような静寂や緊張感よりも和やかな雰囲気を

感じた。 

 ドラッグ・コートでの主な手続きは、対象者

が定期的に受ける薬物検査（依存している薬物

《海外視察報告》 

現行制度のままで実現可能な「日本版ドラッグ・コート」 

 ―ハワイ州マウイ島とシドニーの各ドラッグ・コート視察からの考察と展望― 

客員研究員 菅原 直美  
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を使用していないかどうかの尿検査）と社会内

プログラムの進捗状況の確認であり、1人につ

き10分程度の時間で行われていた。裁判長から

対象者に、体調や心情などが質問されたあと、

手続きの最後は必ず「よく頑張っているね！」

というねぎらいの言葉とチームからの拍手で締

めくくられていたことがとても印象的だった。

プログラムの進捗が順調な対象者は、小さなプ

レゼント（石鹸など）を裁判官から受け取るこ

ともあるとのことであった。 

 法廷傍聴の後に受けた説明によれば、マウイ

ではこれまで1150名程度の対象者がドラッグ・

コートを利用し、その半数以上が無事に卒業し

ているとのことであった。卒業までの平均期間

は19か月であり、その間はドラッグ・コートの

指導のもとで治療や支援を受け続けるほか、卒

業後も地域で薬物離脱支援施設に通ったり、治

療を受け続けられるようサポートしているとの

ことであった。 

 ドラッグ・コートでの説明の後、実際にド

ラッグ・コートの専門職チームの一員となって

いるマウイの薬物離脱支援施設『アロハハウ

ス』を見学した。施設では、依存症からの回復

を支援する各種プログラムを提供したり、食事

など日々の生活支援を行っており、専門のス

タッフや福祉専門職が常駐していた。 

 マウイでの視察で特に感じたことは、ドラッ

グ・コートに携わる専門職チームがドラッグ・

コートという司法制度に対して強い誇りをもっ

ていたことである。司法が「問題を解決する場

所」であるならば、その問題を最も効果的で効

率的に解決できる手続きを（法制度の枠内で

あっても）主体的に研究・実践することこそが

司法の役割である、という気概を感じた。 

3 シドニーのドラッグ・コート 

 2018年5月中旬、オーストラリアの薬物政策

に関連する施設群の視察を行い、その一環とし

てシドニーのドラッグ・コートを視察した。 

 シドニーでは、1999年にパラマウントにある

裁判所が最初のドラッグ・コートを開廷し、来

年2月で20周年と歴史ある制度である。シド

ニーでは現在3か所の裁判所でドラッグ・コー

トが開かれており、対象者はコンピューターで

ランダムに選別されているとのことであった。

対象者は地域社会の中で刑期（最低12か月）を

過ごし、週に3回の尿検査（看護師が実施）

と、週に2回の裁判官面談（ドラッグ・コー

ト）を行うほか、ヘルスケア・カウンセリング

などのプログラムも行っている。 

 ここでもマウイと同様にドラッグ・コートは

専門職チームを結成しており、多様な行政機関

が参加し裁判の前にケース会議を行っている。

ケース会議では、保険専門スタッフが当事者の

参加状況などを伝えたあと、地域の矯正官が地

域での過ごし方を、警察が警察の介入があった

かどうかをそれぞれ報告し、対象者の尿検査の

結果も共有されている。 

 シドニーのドラッグ・コートは州政府の予算

で運営されており、対象者の年齢は様々である

が30代が多いとのことであった。なお、パラマ

ウントの定員は160人（シドニーは40人、ハン

ターは80人）であり、対象者の数の方が多いた

めに順番待ちとなっているようである。 

 シドニーでも実際の法廷を傍聴する機会があ

り、ここでも刑事裁判の法廷がそのままドラッ

グ・コートでも利用されていた（現に通常の刑

事裁判の審理の後、そのまま引き続いて同じ裁

判官がドラッグ・コートを実施していた）。シ

ドニーでは、ドラッグ・コート立ち上げ当初か

ら関わっている看護師が主導しており、裁判官

は看護師や専門職チームを頼りにしてその助言

を尊重しながら手続きを進めていた。 

 また、マウイ同様にシドニーでもドラッグ・

コートは社会内の薬物離脱支援施設と連携をし

ており、ここではWHOSという施設を見学し

た。この施設は1972年創設されたオーストラリ

ア初の治療共同体でありドラッグ・コートの支

援や卒業生の受け入れを行っている。 

 シドニーのドラッグ・コートはすでに制度と

して確立されており、司法手続きとしての安定

感を感じた。 

4 現行制度のままでも実現可能な「日本版ド

ラッグ・コート」 

 2つの異なる国と地域で、現実に実践されて

いるドラッグ・コートを視察したところで、視

点を日本におき「日本版ドラッグ・コート」の

実現可能性を検討したい。 

 日本において、覚せい剤などの違法薬物に対す

る厳罰主義は根強いものがある。検察官はこのよ

うな厳罰主義に基づいて刑事訴追を行う側である

から、検察庁主導による「ドラッグ・コート」類

似の制度は日本では馴染みにくい。やはり日本で

も、「ドラッグ・コート」は裁判所主導で実現さ

れるべきであろう。日本の厳罰主義が薬物政策と

して正しいものであるかはさておき、実務家とし

ては現状を踏まえたうえで文字通り明日から実現

可能な「日本版ドラッグ・コート」を考察してみ

たい。 

（1）裁判所が主導できる制度の利用 

  日本の裁判所では、検察官によって起訴さ

れた事件は、担当の部に配属され、そこで担当

4 菅原：海外視察報告
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の裁判官が決められる。そしてそれぞれの事件

をどのように進行するかは担当の裁判官の判断

にある程度任されている。ここで「ある程度」

と留保を付けるのは、日本の裁判官は個々の事

件処理について、これまでの裁判例やほかの裁

判官による処理内容（裁判所内部での処理の相

場のようなもの）を意識する傾向が強く、その

範囲を越えようとしないために、個々の裁量が

発揮される場面が少ないからである。 

 しかしながら、日本の司法制度は当事者主義

を採用しており、一方当事者である被告人及び

弁護人が、裁判官に対し必要な進行を積極的に

求めることで、裁判官の裁量を引き出すことが

できる。 

 そこで、例えば覚せい剤の自己使用を被告人

が認めている事件において、以下のような「日

本版ドラッグ・コート」の実現が可能である。 

① 起訴後保釈の制度を利用し、裁判係属中か

ら被告人が社会内で薬物離脱のための治療や支

援を受け始める（保釈金はできるだけ低額と

し、所得が低い層でも利用可能とすべきであ

る） 

② ①の治療や支援は、弁護側がダルクなどの

支援者と協働して計画を立て、公判係属中から

それを実施する 

③ 公判期日を1か月に1回程度の頻度で設定

し、公判期日では支援者の証人尋問や被告人質

問を実施して、②の計画の進捗状況や成果を確

認する 

④ 半年から1年程度、③の公判を重ねて治療

経過を観察する 

⑤ ④を踏まえ、その成果を踏まえて裁判所が

判決を出す 

上記プロセスは、少年事件の試験観察をイメー

ジするとわかりやすいかもしれない。 

 ここで重要なことは、社会内での治療を続け

ることが本人の更生に資する場合には、⑤の判

決において、再度の執行猶予判決や執行猶予の

期間の長い一部猶予判決を積極的に出すべきこ

とである。例えば1回の裁判で結審をしてすぐ

に判決を下すような現行多くの裁判所で行われ

ている相場的な運用と異なり、上記「日本版ド

ラッグ・コート」では裁判官自身がある程度の

期間に渡って自分の目で被告人の治療経過や更

生意欲をその目で見ることができる。このよう

な運用によって、裁判官はよりリアルに被告人

の治療経過や更生意欲を実感・理解でき、その

結果として多くの事案で現在よりも多くの再度

の執行猶予判決や一部猶予判決を出すことがで

きるものと期待される。 

（2）「日本版ドラッグ・コート」の可能性 

 上記（1）で述べたような「日本版ドラッ

グ・コート」的な運用は、実はすでにいくつか

の裁判で実際に行われたことがある。しかしな

がら、「実は」と付言する通り、これまでは裁

判官にこのような運用を認めさせるため、個々

の弁護人がそれぞれ知恵（公訴事実や責任能力

を争うことで期日を重ね、その結果として治療

期間を確保するなど）を絞って何とかこのよう

な運用をさせていた、というケースがほとんど

であろうと思われる。 

 そのような個々の弁護人の知恵や努力を超え

て、裁判所が自ら積極的に「日本版ドラッグ・

コート」の運用を開始してもいいのではない

か。より端的に言えば、裁判官はその職責とし

て、適切な量刑判断を行う義務があるのであ

り、その義務を果たすためのツールが「日本版

ドラッグ・コート」に他ならないのである。 

5 結びに変えて 

 私は恩師である故髙野嘉雄弁護士から教わっ

たこの言葉を忘れることができない。 

   『犯罪者でいたい人はいない。』 

 この言葉を本稿ではこのように言い換えた

い。『依存症者でいたい人はいない。』 

 今、本稿を読んでいる方々が、覚せい剤など

薬物依存症に悩み苦しんでいる人に1人でも

会ったことがあるならば、この言葉の意味を理

解してくださるだろう。 

 薬物依存症は病気であり刑罰を課しても意味

がないこと、むしろ治療や支援が必要であるこ

とは、海外でのドラッグ・コートの広がりやそ

の実践のなかですでに十分なエビデンスが得ら

れているものである。 

 日本でも、裁判官がより主体的に、行動的

に、薬物事犯の裁判に取り組んでほしい。その

ためのツールとして是非『日本版ドラッグ・

コート』の運用を開始してほしい。 

 現在の法制度のままであってもその運用を少

し変えることで、明日から、1人の裁判官から

でもできる治療的司法がある。本稿によって一

人でも多くの法律家に『日本版ドラッグ・コー

ト』が伝わり、多くの実践が生まれることを切

に願っている。 

 

すがわら・なおみ（第二東京弁護士会） 

5 菅原：海外視察報告
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Ⅰ. 序論 

 

 治療的法学（TJ）は「法的風景」（法ルール

と法手続き）と法律家、裁判官その他法的文脈

で活動する専門職者らの「実務と技術」（法的

役割）の治療的、反治療的影響力を熟考するこ

とで、法をより豊かなかたちで見つめようとし

てきた。今日まで、TJ文献に専門職的「実務と

技術」の次元が突出して多かったが、その理由

はこうしたTJ原理--基本的に、ケアの倫理と心

理学、犯罪学、ソーシャルワークから収集した

洞察と共に判断を下すこと--が、薬物治療裁判

所や精神保健裁判所のような、ますます勢力を

増してゆく「問題解決型」（あるいは「解決に

フォーカスした」）裁判所に明確な適用場所を

見出してきたことが大きい1。  

 しかしながら、近年の財政的圧力によって特

別な問題解決型裁判所の増加とそれらへの熱狂

がいささか阻害されるにつれ、話題は「新た

な」裁判技術の数々を、どのようにして主流裁

判所、とりわけ刑事裁判で活用できるかに変

わってきている。TJのパースペクティヴはこう

した仕事においてとりわけ有用でありうる。つ

まり結局のところ、問題解決型裁判所のごく近

縁の従兄弟ではあるものの、TJはこうした裁判

所の外側から--それらに数年先んじて--生まれ

てきたもので、TJの研究活動は常にTJアプ

ローチを、より広い司法の文脈に適用すること

を提唱してきたのだから2。 

 しかし、TJの裁判技術を問題解決型裁判所の

アレーナの外で成功させるためには、TJフレン

ドリーな法的風景が必要である。ここでTJ専門

職の実務と技術を「液体」あるいは「ワイン」

と考え、また法ルールと法手続き--適切な法的

風景--を「ボトル」と考えることが有用であ

る。刑事法の風景を調査するいくつかの論稿に

おいて、私は「TJフレンドリー」な条項、「TJ

アンフレンドリー」な条項、そして「玉虫色」

条項3にすら言及してきた。雑駁に言って、これ

らの呼称は特定のボトルに入るTJワインの量に

対応している4。 

 厳格な義務的量刑や仮釈放なしの終身刑

（LWOP）はTJアンフレンドリーだろうし、他

方、ほぼ定義上、問題解決型裁判所を認可する

条項はきわめてTJフレンドリーであろう。ま

た、「玉虫色フレンドリー」とは、創造的で熟

練した司法のガラス吹き職人が、アンフレンド

リーな制度をねじ曲げたりくっつけたりしてよ

りフレンドリーになるよう工夫したものを指し

て言う。たとえば、ニュージーランドでは、プ

ロベーション審査聴聞（TJ文献ではプロベー

ション対象者本人とソーシャルサーヴィス機関

双方のコンプライアンス監督のために推奨され

ている）5は裁判所独自の判断によっては許可

されない。しかし、罪数が複数ある場合、ニュー

ジーランドの裁判官たちは時に「創造的に」、

必要とあらば「不恰好に」6、「一罪について

は起訴を控え、他罪に科された監督刑が遵守さ

れることを保釈の条件とすることによって」定

期的な審査聴聞を認めてきた7。こうすること

で、裁判所は起訴しなかった一罪について審査

聴聞を行うことができる。司法によるこの種の

複雑な「ガラス吹き工芸」の工夫は、立法者た

ちに当該の法的風景を再検討する必要性を呼び

かける。オーストラリアのヴィクトリア州で起

こったのはまさにこれであり、現在では司法監

督がコミュニティ矯正命令（Community Cor-

rection Order）の選択肢とされている 8。 

 TJ実務の主流化を真に望むなら、我々はある

種のTJ過程と実務の模範法典を素描することに

よって、TJフレンドリーな法的風景の発展を目

指さなければならない。法条項、あるいは「基

《翻訳》デイヴィッド・B・ウェックスラー著 

新たなワインを新たなボトルに 

 ―刑事手続と実務提案に関する治療的法学の「法典（Code）」を素描する必要性―  

客員研究員 森村 たまき  

 本稿は、David B. Wexler, New Wine in 

New Bottles: The Need to Sketch a Thera-
peutic Jurisprudence 'Code' of Proposed 
Criminal Processes and Practices, 7 ARIZONA 

SUMMIT LAW REVIEW 463 (2014)  を訳出した

ものである。同氏の略歴等については、本号16

頁を参照。＜編者挿入＞ 

6 森村：翻訳
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本的法原則」はボトルとなりうるが、重要な付

随的注釈は、どのようにワインを最善のかたちで

ボトルに注ぎ込めるかを示唆するのである9。  

 

Ⅱ. TJワイン  

 

 こうした注釈が私の提案するTJ「法典」の主

成分である。私がこれに関連して、U.S.量刑委

員に対してコメントしたように、「どのような

刑を科すかに関してだけでなく、科刑の仕方と

過程に関しても、司法は量刑の手引きを必要と

している10。有用な実務と技術の実例をいくつ

か挙げよう--TJワインの中にはプロベーション

刑で役立つものもあり、拘禁刑においてすら、

役立つものもある。 

 個々の事案を処理する個々の裁判官は、司法

機能に携わるまさしくその行為に、TJの洞察を

利用することが可能である。たとえばTJ文献に

は、社会科学の知見から引き出された、裁判所

はプロベーションの遵守をどのように増やせる

かに関する例が豊富に記載されている。心理

学、犯罪学の諸原理は、再犯予防計画、ヘルス

ケア・コンプライアンスの心理学、遵法行動の

強化の領域に関連している。 

 こうした文献から引き出された簡単な提案に

は、以下のような事柄が含まれる。当事者から

「すべきこと」と「してはいけないこと」の提

案リスト（たとえば、夜9時までに帰宅する）

を聞き出し、それを適切なプロベーション遵守

事項に関する話し合いの土台にする。家族や友

人に在廷してくれるよう促し、指示された遵守

事項を知ってもらう。当事者（及び関連ソー

シャルサーヴィス機関）のコンプライアンスを

監督するためのフォローアップ審理を持つ。保

護観察期間を成功裡に終了した（あるいは早期

に終了した）際には、適切な肯定的声かけを行

う。 

 同様にTJは、判決言い渡しの際に裁判官の発

言（裁判官の「すべきこと」「してはいけない

こと」を含む）11、判決理由の入念な作成、そ

して判決と判決理由を説明する際の弁護人の役

割にすら注目してきた。 

 拘禁刑を科す場合ですら、裁判官たちは行為

者ではなく行為を非難し、また当事者の未来を

希望で形づくるのに役立つような長所を探し、

それについてコメントするよう強く求められて

きた12。判決理由を書くよう裁判官を訓練する

ことは、量刑に関する弁護側の主張に対応する

際にとりわけ重要だろう。拒絶された弁護側の

主張がどのように応答されるかは、TJの用語法

を用いれば、被告人とその更生努力への対応性

にとって有益でも破壊的でもありうるのであ

る。なぜ検察側が勝利すべきで、弁護側の主張

がいかにこじつけかを示す伝統的なアプローチ

に裁判官が従うなら--換言すれば、もし彼らが

そうした意見を「勝者への祝賀状」として執筆

するなら、実際的な結果はきわめて否定的なも

のになるだろう。「もし彼らが思慮深い「敗者

への手紙」を入念に（しかし常に被害者に配慮

しつつ）書くという（TJの）助言に従うなら、

より積極的な長期的成果の舞台は整えられたこ

とになるだろう13。 

 

Ⅲ. ボトル  

 

 もちろんTJワインに関してはまだもっと述べ

ることがあるのだが14、「ボトル」に論を移そ

う。ごく予備的な論考である本稿で、私は適切

な法的風景を完璧に描き出そうとは試みない
15。代わりに、すでに私の注意を引いた一定の

法条項を検討し、提案された過程や関連実務の

文脈の中で再構成しよう16。私の関心の全てで

はないが大部分は合衆国の連邦法及び州法に関

するものである。しかし、私の目的はTJフレン

ドリーあるいはあまりTJフレンドリーでない法

的風景の観念と、TJの実務と技術を用いてどの

ようにそれらを最善のかたちで機能させられる

かを、広い意味で描写することにある。この試

みを手本として、アメリカ合衆国内外の法域で

多くの人々によって同様の努力がなされ、TJに

関する法条項や注釈の比較法的宝庫が創られる

のが私の希望するところである。 

 TJフレンドリーであることと極端な対照をな

す一つの領域は、「出口」の仮釈放と呼ばれる

ものである。その強烈な対比ゆえに、われわれ

はこの「出口」から始めるとしよう。  

 

Ⅳ. 「出口」の仮釈放  

 

 アメリカ合衆国において「量刑における真

理」基準、その他画一性を推進すべく意図され

た法条項により、裁量的仮釈放は連邦刑事司法

制度および多くの州制度で撤廃された。代わっ

て、連邦制度においては、指定された刑期に監

督付き仮釈放期間が通常続き、仮釈放の期間と

条件は判決言い渡しの際に全て決定される。TJ

用語で言えば、この制度（模範刑法典量刑プロ

ジェクトにも導入されている17）は可能な限り

最大限に「TJアンフレンドリー」である18。 

 連邦の仮釈放制度は動機付けの強さを全く考

慮しない法的風景を作り出している--受刑者の

改善努力に報酬を与えないし、励ましもしな

い。刑期と仮釈放期間、仮釈放時の遵守事項は

判決言い渡し時に決定される。つまり、早期の

仮釈放を得ようと期待して受刑態度を良くしよ

うという動機づけが存在しない。また受刑者に

自分のニーズやリスク要因を考察させ、地域生

活への移行を助ける有意味で個々人にぴったり

7 森村：翻訳
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合った条件付きの再犯防止計画を提案しようと

いう法的な促進策もない。実際、現在の仮釈放

条件の合理性ないし合憲性への異議申し立てが

時期尚早との理由で却下されるような状況にお

いて、監督付き仮釈放は未だ遠い未来であろ

う。」19 

 アメリカの制度をフエース・デ・ヴィヒラン

シア・ペニテンツィア（「JVP」）に関するス

ペイン法の条項と対比させてみよう。スペイン

では、JVPが受刑者を矯正の三段階で監督し、

仮釈放を与え、監督し、終了させることができ

る20。治療的法学の観点からすると、スペイン

法にはいくつか魅力的な特徴がある21。これら

の特徴を下記に整理し、ボトルの形状と輪郭の

みならず、これらの条項がTJワインの注入に

よってどのように生かされうるかのヒントまで

を記述しよう。 

 

1． 仮釈放に関する権限は複数メンバーの委

員会ではなく裁判官1人に存する。それに

よって裁判官と被告人間に一対一の関係性

が築かれ、それによって動機付けへの裁判

官の影響が増加する。 

2． 裁判官の役割は受刑開始時から始まる

（受刑者が仮釈放資格を得るよりずっと早

く）。それによって裁判官は最初から矯正

施設内で受刑者の進歩を監督し動機付ける

ことが可能になる。 

3． 法律上、受刑者が刑期の一定期間を終了

し、レベル3（累進分類上最上級）になり、

受刑態度も経過予測も良好である場合、仮

釈放に付されるべきである。仮釈放は、受

刑者が刑期の一定部分を経過すると自動的

に付される（動機付けの強さを減少させ

る）ものではない。また、仮釈放の権限は

裁判官の自由な裁量に委ねられるもの（恣

意性、無力感、欲求不満と怒りに通じる）

でもない。むしろ、「抑制された裁量」の

基準が治療的目的と正義の双方の目的に役

立つと思われる。ここで裁量の「抑制」

が、治療的にはより好ましい構造であるこ

とに注目することが重要である。 

4． 裁判官は仮釈放過程の一部として、フォ

ローアップ審理を含む適切な条件を付すこと

ができる。条件を付すことで裁判官と受刑者

との間の対話がなされ、受刑者に当該過程へ

の積極的参加と声を与えることができる22。 

 

 これら「TJフレンドリーさ」の座標の両極の

間に、様々な「中間的」構造の可能性が存在す

る。たとえば： 

1. 伝統的な仮釈放（パロール）制度。合衆国

の法域の多く、そしてまた諸外国に依然存在

する。 

2. 部族裁判所のパロール。合衆国の部族法の

多くでは、裁判所は受刑者が少なくとも刑期

の2分の1を終了した後、パロールに付すこと

ができる。 

3. 裁判所による宣告刑の再検討制度案23。 

  

 出口での仮釈放に関する条項への付随的意見

は、TJ要素を最大化しうる司法（及び他の）行

動を強調することができる。たとえばスペイン

法についての評釈は、早期の司法介入の利点、

裁判官と受刑者の1対1の関係継続、適切な仮釈

放条件の設定に結実するような対話に関心を向

けるだろう。 

 刑事司法制度学者と制度参加者の提供する経

験と注釈によって、より洗練され、より精妙な

提案が可能になるだろう。たとえば、国際治療

的法学ネットワークのリストサーヴに立てられ

た興味深いスレッドでは、ライン大学のマルタ

ン・ヘルツォーク＝エヴァンズ教授が、スペイ

ン法のJVP(フランスではJAPsとして知られる)

に類似したフランス法の施行について論じてい

る。ヘルツォーク＝エヴァンズ教授は裁判官と

当事者の人間的な対面的接触と、判決に記され

た詳細な意見・説明とのバランスに注目する
25。つまり、自由の増大を求める申し立て--が

許可された時、裁判官が法廷内でおめでとうと

発言することで当事者を鼓舞し、判決文での説

明をいささか簡略化するのは当然である。後者

では目下の法的問題に対する責任ある熱心さが

反映されればよいのだから。2012年4月21日付

のEメールで、ヘルツォーク＝エヴァンズ教授

は次のように書いている。 

 

「JAPの裁判官が判決文を簡略化していること

を私が最近賞賛したのをご記憶でしょう。それ

によって時間がだいぶ節約でき、被告人と会う

時間ができるのです--判決文はずっと詳細に記

すものの、被告人と会う時間がない同僚たちと

は対照的に（大量の事件負担を抱える大都市の

ことですから）。最近私は、これよりもっとい

い方法を目にしました。判決（たとえば、身柄

拘束に代わる電子監視を与える）に十分な証拠

が揃ったら、JAPは予め用意された書式に手書

きで記入し、その場で判決を言い渡すので

す。」26 

 

 伝統的パロールの選択肢とともに、どのよう

にハワイ州で最近「社会復帰模擬法廷」の提案

がなされ、実現し、明らかな成功を収めている

ことを注釈は論ずるだろう27。この提案はパ

ロールの近づいた受刑者が計画を立案し、同様

の状況の受刑者グループに見てもらうことを提

言する。受刑者グループの方は、専門職の進行

役の助力を得ながら質問し、明確化を求めるな
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ど、パロール委員会の役を演じるのである28。

申立人の提案したパロール計画を強化すると共

に、その過程を通じて他の受刑者に自分の状況

といずれ訪れるパロール委員会への出頭につい

て考えさせるというのが、この手続きの意図す

るところである。2012年2月9日付TJリスト

サーヴへのEメールメッセージにおいて、ハワ

イ在住の公衆衛生教育者、法律家、修復的司法

専門家のローレン・ウォーカーは、このTJに触

発されたパロール（とパロール審理）準備の明

らかな早期の成功を盛大に褒め称えている。 

 

「パロール審理前にグループで申し立ての練習

をすることで受刑者が審理に備えるのを助ける

ために、私たちが（TJの）アイディアをどう適

用したかお知りになりたいことでしょう。…私

たちはTJのアイディアを受刑者に対する12週

間のトレーニング・プログラムに取り入れたの

です。昨夜はパロール審理の申し立て練習の第

一回を二人の受刑者に対して行いました。申し

立てを行った2人にとって素晴らしい練習に

なっただけでなく、「パロール委員会」役を務

め、自分自身の状況の強みと弱点を理解できた

25名の他の受刑者にとっても役立つものとなり

ました。」29 

 

 中間的な部族パロールの条項に話を転じると、

それはスペインのJVP条項に似通っており、委

員会ではなく一名の裁判官が担当する点で裁判

官と仮釈放候補者との間の関係性の発展が促さ

れる利点がある。しかし、JVPとは異なり、裁

判官は申し立てがなされるまで関与しないから

受刑期間が半分終了するまで関与できない。

よって、「裁判官のワイン」は受刑の初期段階

では機能し得ない。それでもなお、部族刑務所

の受刑者たちにやがて訪れるパロールの機会に

ついて助言し、彼らが将来の問題と課題をよく

考え、部族裁判所に強力なパロール申し立てを

行うことを支援するために、TJ文献は法律や

ソーシャルワークなどを専攻する学生たちによ

る学際的な相談所の設立を提唱している30。早

期段階での裁判官の活動を急発進させはしない

ものの、近隣の大学の学生による相談所の設立

は、ボトル内のギャプを埋めるのに役立つだろ

う。 

 アメリカ合衆国連邦制度や模範刑法典量刑に

提案されているような、仮釈放の選択肢の中で

も最もTJフレンドリーでないもの31の下にも、

TJ実務が流れ込むことは可能である。第一に、

手続き的公正性の「前提」は、現存の手続きが

何であれ32、今や司法制度の中心的な根幹をな

すべきものである。それを越えて、上述したよ

うな実務や技術を実効的に用いることは可能で

ある。たとえば、拘禁刑が科される場合に、行

為者ではなく行為を非難する。たとえそれら条

件が適用されるのが何年も先のことになるとし

ても、被告人の協力を仮釈放の条件として要求

する、といったように。 

 刑事手続に付随するこうしたTJ注釈に関する

議論は、社会復帰模擬法廷や部族裁判所の学際

的な相談所といった、TJの提案のダイナミック

な性質を示すものとなるだろう。そうしたもの

として、こうした注釈は定期的に更新され、常

に発展進行中の作業とみなされるべきである。

このダイナミックな概念は、一般原理として推

奨される過程にも適用されるべきである。そこ

では新たなモデルが発展し続けるだろうし、ま

たそれらをうまく微調整することの方がもっと

多くなるかもしれない。 

 

Ⅴ.ダイヴァージョンと犯行後・判決言い渡し

後の更生 

 

 正しい方向性としてうなずけるところだが、

合衆国連邦法は一般的に被告人の犯行後の更生

努力を量刑に反映させることを許している33。

この考慮は裁判官の宣告猶予権限によって円滑

化されている。これは要するに裁判所が後でこ

の取り決めを承認することを見込んで、処遇計

画を立案、実行する魅力的な手法である34。 

 他方、TJアンフレンドリーな連邦施策は、法

規定上の「ジェイル」拘禁でない未決収容期間

の刑期算入を禁じた合衆国連邦最高裁判所のレ

ノ対コレイに明らかである35。換言すれば、被

告人が治療施設に入所するための保釈を許可し

た場合--完全な入所型施設であっても--被告人

は刑事施設に収容されず保釈中のため、刑期に

は参入されない36。実際、私の学生がロース

クールの法律相談所プログラムで受け持った

ケースでは、依存症のクライアントが、未決勾

留期間として刑期に算入されないことを懸念し

て、判決前の薬物回復施設への入所を拒否した

例があった37。コレイ判決に代わるルールがTJ

の提案する過程の法典においては追究されるべ

きである38。 

 こうした懸念に密接に関連するのが、ダイ

ヴァージョン過程全般である。それは幾つもの

要素から構成され、うち幾つかはここで詳述す

るにはいささか専門的に過ぎる39。合衆国連邦

レベルでは、法的風景は立法者ではなく「合衆

国弁護士マニュアル」によって作り出されてい

る40。批判するべき点は多い--たとえば、2011

年4月まで、同マニュアルは依存症者をダイ

ヴァージョン資格者から全面的に除外してい

た。これは法律に支援されたアディクション治

療と良好に機能する薬物治療裁判所に関する

我々の知識を明らかに無視した条項である41。  
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 しかし、これ以外にも、全面改訂が1997年以降

なされていない同マニュアルは、あまりにもリー

ガリスティックで、不適当に作られている42。実

際、そもそも連邦検察官がダイヴァージョンに

同意するような時は、きわめて形式主義的なか

たちで行うよう指示している。つまり、ダイ

ヴァージョンのボトルにTJワインが入り込む余

地がほぼないのだ--検察官がダイヴァージョン

に同意しようとする意欲が、被告人の自信や楽

観性を増進するための手段となるべきであるに

もかかわらず。しかし、ダイヴァージョンの選

択に関する書面のやりとりを含め、ここではす

べてが厳格に「規則通り」に行われねばならな

いようだ。どう見てもリーガリズムを回避し、

平易な英語で書かれた別の添え状をつけようと

検討されてはいない。プエリトリコのスペイン

語圏ですら、「平易なスペイン語」で書かれた

文書はおそらく禁止であろう43。実際、被告人

が成功裡にダイヴァージョンを終了した際です

ら形式性が支配する。たとえば、この点に関す

る小論に詳しいが、同マニュアルは、少なくと

も生ける法の世界で解釈されるそれは、司法省

の検察官らによる賞賛の発言を全面的に禁止は

しないが、それらを抑制するものである44。 

 合衆国連邦量刑構造がより賢明でよりTJフレ

ンドリーな領域--それは連邦最高裁判所の介入

ゆえに過ぎないのだが--は、量刑のし直しと判

決後の被告人の更生の進歩の領域である45。す

でに見たように、被告人の犯行後の更生努力は

概ね適切に扱われてきたが、判決言い渡し後の

更生努力は、近年のPepper v. US46まで全く考

慮されてこなかった。すなわち、判決破棄とそ

の後の再量刑において、これから判決を再び言

い渡されようとする被告人の肖像は、被告人の

最近の歴史における積極的な発展を無視して描

かれるのである。これらの要素に関する限り、

被告人は量刑裁判所に元々出廷したものとみな

される。そこで「理由づけ」とされるのは、そ

もそもそう呼べるものかは疑問だが、「そうし

た努力は有罪判決や刑の言い渡しが控訴によっ

て妨げられた者の利益に役立つのみであるか

ら」不公正だというものである47。 

 しかし、ペッパー判決以後、はるかに賢明で

治療的な解決策が可能となり、裁判所はそうし

た活動を考慮できるようになっている。平等性

の目的のために適切な比較は、更生のために努

力したが当初の判決を破棄されなかった者と行

うべきではない。むしろ、判決を破棄されたが

再び有罪宣告を受け「確認できる被告人の行為

に関する客観的情報が、当初の量刑手続きの後

に得られた」とった非報復的な要素のせいでよ

り重い刑を科せられた者と比較すべきである
48。この種の対称性は被告人に、控訴中の勾留

の有無に関らず、更生努力に向かい、また後々

不利になるような行動は慎むよう動機付けるだ

ろう。 

  

Ⅵ. 控訴 

 

 刑法の上訴の分野において最も重要なTJの業

績は、エイミー・ロナー教授49と彼女の師で

あった故ブルース・ウィニック教授によってな

されたものである50。手続的正義の重要原理に

訴え、ロナー＆ウィニックは、上訴裁判所は効

率性の名の下にパーキュリアムの有罪確認判決

を発していると激しく批判した51。彼らの見解

では、裁判所はこれに代え、--無論そのような

名称で呼びはしないがごく短い「治療的」意見

を執筆するべきである。この意見は控訴人に--

理想的には弁護人との会話を通じて--裁判所は

控訴人の主張を聞き、それに対応した--その主

張は受け入れられなかったものの--そして弁護

人は有能な代理人として働いた、という感覚を

与えるだろう。そうした感覚なしには、控訴申

立人は裁判所と弁護人に対して大きな不信感を

抱くだろうし、おそらく判決を受け容れようと

せず、さらには矯正プログラムへの参加に抵抗

すらするかもしれない。言うまでもなく、そう

した状況は当人の更生への「準備」に貢献しな

いだろう52。したがってTJの「法典」はパー

キュリアムの有罪判決を抑止する原理的文言を

含むべきである。  

 

Ⅶ. 結論 

 本稿で筆者は「新たな」裁判（と弁護活動）

と法それ自体―新たな裁判を促進するような法

規則と法手続き―との関係を明らかにしようと

してきた。アメリカ合衆国において、各州の法

構造を一つ一つ見てゆくことが、歓迎されるべ

き次なるステップである。TJは今や国際的にも

かなりの関心を集めているのだから、他の法域

でも地国の法的風景のTJフレンドリーさを分析

する活動が開始されるよう期待する。実際、マ

イケル・ジョーンズ判事とオーストラリアの治

安判事であるポーリン・スペンサー、マイケ

ル・キング・ジェレナ・ポポヴィックと共同

で、国際的な「TJ主流化プロジェクト」が進行

中であり、公開招待状が準備され、公表されて

きた53。同プロジェクトはすでに我々が望む果

実を生み出しつつある54。 

 最後に、TJ実務と法それ自体（ボトル）との

関係に注目しようとする本稿の活動は、少なく

ともアメリカにおいては、法に対する新たな注

目が非常に強まっている段階にあるから、それ

ゆえ重要だと筆者には思われる。多くの人々が

--正当にも--過度の対審主義を憂慮しており、

また多くの人々が―正当にも―伝統的な法学教

育がどれほど有害かを憂慮している。そのため
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多くの人々がTJとその「従兄弟たち」--修復的

司法、協働的法など--（とりわけオーストラリ

アでは）「非対審主義司法」として、あるいは

（アメリカでは）「包括的法」として、あるい

はごく最近では「統合的法」として知られるベ

クトルに惹きつけられている。この運動には

「新たな」弁護活動、そしてまたケアの倫理に

基づいた弁護活動と裁判活動へのきわめて強力

な関心がある。これらはすべて良いことであ

る。しかし筆者が恐れるのは、新たな弁護士活

動に惹きつけられた弁護士の多くが、「法」に

深く幻滅し、そこから逃げ出しかねない点であ

る。これはまったく良くないことだ。ここでも

TJが解毒剤として役立つことを筆者は希望す

る。元来、TJは我々に法のより柔軟な側面を見

るよう、法をケアの倫理で満たすよう主張して

きた。今やTJは、治療作用をもたらすものとし

ての法を強調し55、適切な「法的風景」を探求

することで、法それ自体の重要性を我々に思い

起こさせてくれる。それがどれほど興味深く、

知的に複雑で、どれほど重要であるかを。 

 

1  たとえば、以下を参照。SUSAN GOLD-

BERG, PROBLEM-SOLVING IN CANADA’S 

COURTS: A GUIDE TO THERAPEUTIC JUSTICE 
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KING, SOLUTION FOCUSED JUDGING JUDI-
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ヴィクトリア州最高裁判所裁判官で元ヴィ

クトリア州民事行政裁判所(“VCAT”)の長官

だった人物の、TJ実務は行政手続きに適用さ

れる法に取り残された空間を埋める「間質」

的なものと見なせる、という発言と整合する

描写である。 

  David B. Wexler, From Theory to Practice 
and Back Again in Therapeutic Jurispru-
dence: Now Comes the Hard Part, 37 

MONASH U. L. REV. 33, 38 (2011).  

 われわれが「TJフレンドリー」な法過程を提

案するとき、われわれは明らかにTJの「規範

的」な概念に立ち入っている。そして、私が

最近記したように、TJの「規範」概念は依然

「構成中」である。Id. at 33 n.3. つまりそれ

は馬車の後の馬のように立ち現れるのであ

り、私はそれを適切だと考える。いわゆる

「新しい公法」一般のように、TJの方向性は

提案された結果が当の問題と十分に立ち向か

えるか否かという単純な疑問を圧倒的に提起

しているのである。次を参照。David B. 

Wexler, Therapeutic Jurisprudence and 
Changing Conceptions of Legal Scholarship, 
11 BEHAV. SCI. & L. 17 (1993). 規範段階に時

期尚早に至ることは、我々の思考と選択肢を

制約することになる。私はまた「治療的」と

いう用語それ自体の定義を狭く（「直感的」

とは反対に）規定することについても同様に

感じている。すなわち、狭い定義はそれを狭

すぎると考える人々から無視されがちであ

り、提案された定義を無意味にしてしまう。

もっと悪いことに、他の者がその狭い定義を

真剣に考察しようとするとき、その定義を受

容することは我々の思考と創造性を時期尚早

にも制限してしまうだろう。こうした考えは

関連する別の志向性とも両立する。すなわ

ち、TJの思考は政策提言に関しては、拙速に

批判的な「疑問ゲーム」式に対応する代わり

に、「信用ゲーム」で行くべきだと。David 

B. Wexler, Therapeutic Jurisprudence and 
the Culture of Critique, 10 J.CONTEMP. LE-

GAL ISSUES 263, 265-72 (1999)を参照。 

5  その他プロベーション法のTJフレンドリー

な要素としては、適切な場合には、裁判所
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が、当初課された保護観察期間の早期終了を

要求できるようにすることがある。

REHABILITATING LAWYERES: PRINCIPLES OF 

THERAPEUTIC JURISPRUDENCE FOR CRIMINAL 

LAW PRACTICE 35 (David B. Wexler ed., 

2008) [以下REHABILITATING LAWYERSと略記]. 

すなわち、定期的な聴聞審理、良好な場合に

プロベーションの早期終了が法律上可能にな

ること、はTJフレンドリーなプロベーション

の「ボトル」を構成する。本章のすぐ後に続

く「ワイン」に関する章は、TJ裁判と弁護活

動がどのようにプロベーションの治療的な潜

在能力を最大化するかを示す。上掲31~38頁

も参照のこと。  

6  Id. at 16.  

7  Id. at 17.  

8  ヴィクトリア州2011年／1991年量刑法No.65

第4部21節修正48K条は次のように規定する。  
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示する条件を付すことができる。 

（2）裁判所は司法監視の条件において以下の

点について指示を行うことができる-- 

（a）48Lによる被告人の命令遵守を裁判   

     所で審理するために再出廷しなけれ     

     ばならない回数及び、 

   （b）48Lに基づく審理の過程で提供され  

                  るべき、あるいは提供されうる情   

                   報、報告あるいはテスト。  

  Sentencing Amendment (Community Cor-
rection  Reform) Act 2011 (Vic) s 21 

(Austl.).  

 

  その他のガラス吹き工芸的革新は、アリゾナ

州検察官によって開始され、弁護士たちに

よって受け入れられたもので、州のパロール

監督制度の非有効性に対応して起こったもの

である。革新的なこの方策は「プロベーショ

ン末尾」と呼ばれ、パロール・オフィサーを

回避して、事件負担がより少なく、より訓練

の行き届いたプロベーション・オフィサーを

利用するよう機能する。プロベーション・オ

フィサーの権限は拘禁刑に連続してプロベー

ションを課すよう求める司法取引を根拠とす

る。アリゾナ・サミット・ロースクール（元

フェニックス・スクール・オヴ・ロー）のマ

イケル・ジョーンズ教授（元判事でもある）

が私に説明してくれたところでは、以下の通

りである。  

「少なくとも4年前、長年他分野に関わってき

た私が刑事裁判に再び関わるようになった

際、検察官たちが反復性の危険な被告人に対

する有罪答弁合意に、2件の重大犯罪について

有罪答弁を行うことを必要条件として付け加

えていることに気づいたのです。典型的に

は、累犯の性犯罪者が性的暴行や児童に対す

る性虐待について有罪答弁を行なう場合、有

罪答弁合意に「プロベーション参加資格あ

り」な二罪目（性的暴行未遂あるいは児童に

対する性虐待未遂犯のような）についての有

罪答弁を含めます。この合意は、一罪につい

て被告人は刑務所に収容されるが、二罪目に

ついては「収容施設からの身柄の釈放」に伴

い連続したプロベーション期間が付されるこ

とという条件と約定を含みます。検察官たち

はこの二罪目に対するプロベーションを「プ

ロベーション末尾」と呼んでいます。この有

罪答弁合意はさらに（プロベーションの成功

裡の終了への動機付けとして）、もし被告人

がプロベーションを拒否すれば、プロベー

ションの代わりに課される刑務所収容が、有

罪答弁合意に記載された一罪に対する刑務所

収容に引き続いて執行されることとしていま

す。 

 この種の合意を創案した検察官たちは、「累

犯者たち(repeat offenders)」--頭文字を合わ

せて「ROPE」と呼ばれています--と呼ばれる

特別ユニットに所属していました。この検察

官たちは有罪答弁合意（何度も法廷で私は当

事者たちに、私には奇妙な用語と思われるも

のについて質問しました）は、重大犯罪で受

刑後により厳格な形態のパロールを課すため

に--仮釈放者／保護観察対象者に再度の刑務所

収容を回避しようという切実な動機付けを提

供するために--用いられるのだと説明してくれ

ました。弁護人たちは私に、彼らの依頼人は

これまで1度も提供されることのなかった--あ

るいはそれまで1度も活用したことのなかった

--薬物プログラムや精神科医療の援助を求めて

おり、またもっと長期の刑務所収容を避けた

いのだと説明し、こうした「プロベーション

末尾」刑契約を受け入れるよう求めました。  

 アリゾナ州のパロール・オフィサーの事件負

担は過重で、予算も不足しています。過去数

年間、アリゾナ州予算においてパロールは

「大幅削減」されたものの1つでした。刑務所

から釈放された者がパロール・オフィサーと

ほとんどないし全く接触しないことは稀では

ありません。パロール・オフィサーが受刑者

の社会への再統合を容易にし、促進するのが

理想ですが、パロール・オフィサーとの接触

がほぼ皆無だと、人々は自分で職や住居を探

すことを余儀なくされ―多くの場合、みじめ

にも失敗します。アリゾナ州のパロール制度

と対照的なのが、各カウンティの上位裁判所
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が運営するプロベーション部局です。アリゾ

ナ州はプロベーション・オフィサーの教育と

専門性の高さを誇り、彼らの多くはソーシャ

ルワークやカウンセリングの修士号を持って

います。プロベーション・オフィサーはパ

ロール・オフィサーに比べ、監督担当者数が

はるかに少なく--また、多くの場合「専門ケー

ス・プロベーション・オフィサー」（精神保

健裁判所のオフィサーのような）の抱える件

数は、被告人の問題の慢性性（薬物依存、精

神疾患等）ゆえに、少ないのです。アリゾナ

州プロベーション部局は薬物、アルコール、

精神保健の問題に対し仕事／住居／治療プロ

グラムをコーディネートすることに熟練して

おり、またそうした問題とは刑務所を釈放さ

れたばかりの人々がまさしく直面する主な問

題にほかなりません。こうした意味で、刑務

所に入らなかった人々と刑務所を最近釈放さ

れたばかりの人々には共通のニーズがありま

す。これは単純化であり、プロベーションの

専門家たちはこの2種類の人々の間の複雑な相

違を理解していることと思います。したがっ

て結論は、地方のカウンティのプロベーショ

ン・オフィサーは、パロール・オフィサーよ

りも沢山の時間、経験、資源を仮釈放者のた

めに費やせるということなのです。」 

 「プロベーション末尾」のコンセプトには、

検察官と市民にとって別の利点もあります。

すなわち、危険な犯罪者（たとえば性犯罪者

や児童に対する性犯罪者のような）は、刑務

所釈放時からより厳格な監督下に置かれ、も

しプロベーション末尾に失敗すれば、プロ

ベーションが打ち切られる結果、再度刑務所

で受刑することになるのです。これが素晴ら

しいコンセプトだと私が考えているのはお分

かりでしょう―パロール制度の失敗という現

実と州予算削減という人的効果に対する創造

的な問題解決アプローチだと。 

 

 マイケル・ジョーンズ（退職）判事、アリゾ

ナ・サミット・ロースクール（元フェニック

ス・スクール・オヴ・ロー）准教授からデイ

ヴィッド・B・ウェックスラープエルトリコ大

学法学教授、国際治療的法学ネットワーク会

長、アリゾナ州立大学名誉法学教授宛てEメー

ル（2012年5月5日付）より。  

 

9 すでに模範刑法典量刑は存在し(MPC-S, Pre-

liminary Draft No.8)、またそれらの中にはき

わめてTJフレンドリーなものも散見されるが

（たとえば、起訴猶予、判決猶予）、仮釈放

に関する条項のような―全くそうでないもの

もある。MODEL PENAL CODE: SENTENCING 

(Preliminary Draft No. 8, 2012). とはいえ、

模範刑法典量刑に対するTJの評釈を執筆し、

TJ原理をフレンドリーな条項とアンフレンド

リーな条項の双方にどう取り込めるかを示唆

するのは興味深く、意義深いプロジェクトだ

ろう。本稿の後半では、そうした例をいくつ

か提示する。  

10 David B. Wexler, The Relevance of Thera-
peutic Jurisprudence and Its Literature, 23 

FED. SENT’G REP. 278, 279 (2011).  

11 裁判官が言ったが、言うべきではなかった

ことの例としては、David B. Wexler, Robes 

and Rehabilitation: How Courts Can Help 
Offenders “Make Good”, 38 CT. REV. 18 

(2001) (the official journal of the American 

Judges Association, available online). 同論文

は、被告人の更生への意欲を動機付けるため

に裁判官はどう言うのが適切か--刑務所収容を

命ずる場合ですら--についても述べている。  

12 David B. Wexler, Adding Color to the 
White Paper: Time for a Robust Reciprocal 
Rela- tionship between Procedural Justice 
and Therapeutic Jurisprudence, 44 CT. REV. 

78, 79-80 (2007-2008).  

13 Wexler, supra note 10, at 279 (alteration in 

the original) (quoting David B. Wexler, su-
pra note 12).  

14 新たに概念化された分野である「肯定的犯

罪学」を、TJワインを作り出す主たる葡萄園

を成すものとする近年の議論として、David 

B. Wexler, Getting and Giving: What Thera-
peutic Jurisprudence can Get from and Give 
to Positive Criminology, 6 PHOENIX. L. REV. 

907 (2013)を参照。TJ実務と技術に関する主

な議論については以下を参照。KING, supra 

note 1; Wexler & King, supra note 3, at 21-

43; Kevin Burke & Steve Leben, Procedural 
Fairness: A Key Ingredient in Public Satis-
faction, 44 CT. REV. 4 (2007-2008).  

15 したがって私は保釈については手短かに触

れるに留めるが、提案されたTJ実務の法典に

おいては注目に値するトピックである。近年

の保釈に関する論考として、次を参照。

Laura I. Appelman, Justice in the Shadow-
lands: Pretrial Detention, Punishment, & 
the Sixth Amendment, 69 WASH. & LEE L. 

REV. 1297 (2012). また、good time creditsと

いう重要な領域は近年学術的関心の対象と

なっているところだが、提案された基準に加

えられる必要性は明らかである。Nora V. 

Demleitner, Good Conduct Time: How Much 
and for Whom? The Unprincipled Approach 
of the Model Penal Code: Sentencing, 61 

FLA. L. REV. 777 (2009)を参照。本稿で触れ

られなかったその他の重要なトピックとし

て、「争いのない」あるいは性犯罪者のよう

な一定タイプの事例における同様の有罪答弁
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を裁判所が承諾することの適切性がある。

JUDGING IN A  THERAPEUTIC KEY, supra note 

2, at 165- 76を参照。新たに登場した神経心理

学と法の分野から少年犯罪者の独居拘禁を論

ずるものとして、次を参照。Juvenile Justice 

Reform Committee, Policy Statement: Soli-
tary Confinement of Juvenile Offenders, AM. 

ACAD. CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY

(Apr. 2012), http:/ /www.aacap.org/AACAP/

Policy_Statements/2012/

Soli-

tary_Confinement_of_Juvenile_Offenders. 

aspx.  

 私の注目--共同執筆者であるマイケル・

ジョーンズ判事の注目も--を引いた重要なボト

ルは、本稿が報告されたオックスフォードで

の会議の後に執筆された。そのボトルとは

「刑事和解カンファレンス」で、アリゾナ州

をはじめとするいくつかの州に存在するが、

合衆国の連邦刑法には存在しない。In David 

B. Wexler & Michael D. Jones, Employing 
the “Last Best Offer” Approach in Criminal 
Settlement Conferences: The Therapeutic 
Application of an Arbitration Technique in 
Judicial Mediation, 6 PHOENIX L. REV. 843 

(2013). ジョーンズと私は刑事和解カンファレ

ンスがどのようにTJフレンドリーでありうる

かを示し、積極的に聞く態度、共感を示すこ

と、そして当事者たちに自らの根底的利害に

ついて考えるよう奨励する技術、といったTJ

実務が、1人の調停者として活動する裁判官に

どのように活用されうるかを議論した。

ジョーンズは実際にそうしたカンファレンス

をそのように実施しており、弁護人、被告

人、被害者、そして両者の家族らが共に出席

する場でケースの解決を促進してきた。カン

ファレンスは有罪判決と有罪答弁の付随的結

果のような問題を議論するよい場でもある。

さらに、こうしたカンファレンスで議論され

る問題は、のちの刑事手続き（もし問題がカ

ンファレンスで解決しなかった場合）では利

用できないため、カンファレンスは法律的に

魅力的な謝罪の場を提供しうる。次を参照。

Michael C. Jones, Can I Say I’m Sorry? Ex-
amining the Potential of an Apology Privi-
lege in Criminal Law, 7 ARIZ. SUMMIT L. 

REV. (forthcoming 2014).  

 私見では、刑事和解カンファレンスには有 

罪答弁交渉制度--州および連邦ケースの95％

が解決される基本的に未開の制度である--に、

治療的法学の洞察を導入する潜在能力があ

る。次を参照。See STEPHANOS BIBAS, THE 

MACHINERY OF CRIMINAL JUSTICE 178 n.62 

(2012) また、量刑が大金の賭けられたギャ

ンブルのチップとして取り扱われる場合につ

いては、Id. at 182 n.83. TJがこうしたシステ

ムに何とかして注ぎ込まれるためには、われ

われは刑事法における対審主義から治療的ア

プローチへのパラダイム・シフトを見ること

になるだろう。パラダイム・シフトの可能性

については次を参照。Nigel Stobbs, The Na-

ture of Juristic Paradigms: Exploring the 
Theo-retical and Conceptual Relationship 
between Adversarialism and Therapeutic 
Jurisprudence, 4 WASH. UNIV. JURISPRU-

DENCE REV. 97 (2011).   

16  そうしたものとして、私は言及された自著 

や、Social Science Research Network 

(SSRN) の著者ページで言及された論稿をふん

だんに利用する。後者では論文のデジタル版が

国際的に、また無料で利用できる。Wexler, 

David B., SSRN, http://ssrn.com/

author=199142 (last visited Mar. 26, 2014)を

参照。また、より一般的に、REHABILITAING 

LAWYERS, supra note 5も参照。 

17 MODEL PENAL CODE: SENTENCING § 6.09 

(Preliminary Draft No. 8, 2012).  

18 Wexler & King, supra note 3, at 28.  

19 Id. 
  例えば、United States v. Lee, 502 F.3d 447, 

450(6th Cir. 2007)において、リーは長期の刑務

所収容と、その後2021年に開始される終身の

仮釈放を宣告された。刑の宣告時に課された条

件の1つは、リーが後に特別な性犯罪者治療プ

ログラムに参加することで、またそのプログラ

ムには陰茎部のプレチズモグラフの使用が含ま

れる可能性があった。リーはこの条件の陰茎部

プレチズモグラフの箇所に異議を申し立てた

が、第六巡回区裁判所はその審理を、時機「尚

早」だとして拒否した。同裁判所は、刑務所内

での治療を数年間受けた後には、リーが陰茎部

プレチズモグラフを含むプログラムを命じられ

るかどうかは不確定だと述べている。さらに裁

判所は、この手続きに関する科学的・非科学的

論争について触れ、2021年に陰茎部プレチズ

モグラフ技術が使用されているかどうかは疑問

だとした。TJアンフレンドリーな仮釈放制度

によって惹き起こされるこの種の「時期尚早」

問題のTJ分析は、学問的注目に値する。  

20 David B. Wexler, Spain’s JVP (‘Juez De 
Vigilancia Penitenciaria’) Legal Structure as 
a Potential Model for a Re-entry Court, 7 J. 

CONTEMP. L. ISSUES 1 (2000) (source on file 

with author).  

21 Id.  
22 Id.  
23 この点に関する概説として、Cecelia 

Klingele, Changing the Sentence Without 
Hiding the Truth: Judicial Sentence Modifi-
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cation as a Promising Method of Early Re-
lease, 52 WM. & MARY L. REV. 465 (2010).  

24 Martine Herzog-Evans, mar-

tineevans@ymail. 

comによるtjsp@topica.comへのポスト (Apr. 

21, 2012) (on file with author).  

25 Id. 
26 Id. 
27 概略として、David B. Wexler, Retooling 

Reintegration: A Reentry Moot Court, 2 

CHAP.  

   J. CRIM. JUST. 191 (2011)を参照。 

28 Id. 
29 LorennWalkerによるtjsp@topica.com への

ポスト(Feb. 9, 2012) (on file with author).  

30 概説として、Bruce J. Winick & David B. 

Wexler, The Use of Therapeutic Jurispru-
dence in Law School Clinical Education: 
Transforming the Criminal Law Clinic, 13 

CLINICAL L. REV. 605 (2006).  

31 MODEL PENAL CODE: SENTENCING § 6.09 

(Preliminary Draft No. 8, 2012).  

32 Burke & Leben, supra note 14, at 4-5; 

Wexler, Adding Color to the White Paper, 
supra note 13, at 78.  

33 United States v. Flowers, 983 F. Supp. 159, 

161-72 (E.D.N.Y. 1997)を参照。  

34 See id. See, e.g., Jones, supra note 15. 模範

刑法典量刑は起訴猶予、判決猶予に関する有

用な条項を創造してはいるものの、刑の執行

延期という選択肢を許してはいない点に注

意。MODEL PENAL CODE: SENTENCING art. 6 

(Preliminary Draft No. 8, 2012). そのような

選択肢を加えることは、TJ的にはいくつもの

理由で有用である。たとえば、有罪と認定さ

れ、罪を認めた後、この選択肢は被害者に

は、より受容できるものである―また、検察

官、裁判官、公衆にとっても。刑の執行延期

の許容性、刑の執行までに許容される期間の

長さ、検察官の同意が必要か否か等について

は法域によって異なる。REHABILITATING 

LAWYERS, supra note 5, at 15-16.を参照。こ

れらの問題は刑事過程と実務に関するTJ「法

典」を作成する際に注意深く検討されるべき

である。  

35 Reno v. Koray, 515 U.S. 50, 65 (1995).  

36 おそらく合衆国連邦の量刑にはるかに多く

の裁量をもたらすであろうUnited States v. 

Booker, 543 U.S. 220 (2005)は、裁判所が量刑

裁量の行使を通じて、公判前の更生プログラム

に費やした期間を考慮することを許すだろう。

しかし、そうした評価が自動的ではないという

事実は、被告人たちに自ら治療機会を得ようと

することを思いとどまらせるかもしれない。  

37  以下もあわせて参照。John V. McShane, 

Jailhouse Interventions, Treatment Bonds, 
and the So-Called “Recovery Defense”, in RE-

HABILITATING LAWYERS, supra note 5, at 193-

206。素晴らしい「監獄介入」手続きを論じて

いる。そこではある弁護士が依存症の受刑者を

治療施設に移送する「治療誓約」を申請する選

択肢を議論している。入所型治療施設で過ごし

た時間に対するクレジットを入手できること

は、明らかに受刑者がそうした治療誓約を求め

ようとする意欲を促進する。 

38  David B. Wexler, Therapeutic Jurispru-
dence, Legal Landscapes, and Form Reform: 
The Case of Diversion, 10 FLA. COASTAL L. 

REV. 361, 365-66 (2009) を参照。(コレイ判決

以前の法とカナダの代替的ルールにも触れて

いる).  

39 たとえば、ダイヴァージョンに関する短い

論稿で、裁判所が制定法上可能なダイヴァー

ジョンを州検察官が拒否する適切性を考慮す

る際の、私見によれば最も治療的に適切な司

法審査基準について論じた。Id. at 366-70.  

40 Id. at 374-76.  

41 JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY, supra 

note 2, at 4-5及びWexler, supra note 38, at 

371, 377を参照。 

42 概説として、Wexler, supra note 38, at 371-

76を参照。 

43 See id. at 373. 
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衆国司法長官エリック・ホルダーがアメリカ
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の改革提言--ダイヴァージョン領域を含む--を
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Related Highlights from AG Holder’s Re-
marks Today to the ABA, SENT’G L. & POL’Y 

(Aug. 12, 2013, 6:43 PM) ［これ以降、ホル

ダーのABA発言と記す], http:// sentenc-

ing.typepad.com/

sentencing_law_and_policy/2013/08/some-

sentencing-related-highlights- from-ag-

holders-remarks-today-to-the-aba.html を参
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45 See Pepper v. United States, 131 S.Ct. 

1229, 1255 (2011). 
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48 Id. (internal quotation marks omitted) 

(quoting N. Carolina v. Pearce, 395 U.S. 711, 

726  
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49 Amy D. Ronner, Therapeutic Jurispru-

dence on Appeal, 37 CT. REV. 64 (2000)を参
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50 Amy D. Ronner & Bruce J. Winick, Silenc-
ing the Appellant’s Voice: The Antitherapeu-
tic Per Curiam Affirmance, 24 SEATTLE U. L. 

REV. 499 (2000)を参照。  

51 Id. at 499-501. 

52 David B. Wexler, Therapeutic Jurispru-
dence and Readiness for Rehabilitation, 8 

FLA COASTAL L. REV. 111 (2006) を参照。刑
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で、刑事控訴の分野に限らない。しかしなが

ら問題は、通常の場合、裁判官の意見はよく

できた控訴趣意書の言葉やスタイル、論調を

なぞりがちであり、それゆえ勝者への祝賀状

になりがちな点である。最近の論稿で、私は

裁判所のスタッフ弁護士は、もっと治療的な

書き方で意見を書いたり書き直したりするの

を助けるために雇われてよいと提案した。

David B. Wexler, Elevating Therapeutic Ju-
risprudence: Structural Suggestions for Pro-
moting a Therapeutic Jurisprudence Per-
spective in the Appellate Courts, 5 PHOENIX 

L. REV. 777, 780-81 (2012).  

53 この手紙はWexler & Jones, supra note 15, 

at 850-52のAppendix A ofに収録されている。
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教授、スペンサー治安判事、ジョーンズ判事

によりThe Innovating Justice Forum of Hiil 

- the Hague Institute on the Internationali-

sation of Lawを通じて公式に開始された。タ

イトルはIntegrating the Healing Approach 

to the Criminal Lawとなり、David B. 

Wexler, The International and Interdiscipli-
nary Project to Mainstream Therapeutic Ju-
risprudence (TJ) in Criminal Courts: An Up-
date, a Law School Component, and an Invi-
tation, ALASKA J. DISP. RESOL. (forthcoming 

2014) available at http://ssrn.com/abstract= 

2399914で説明されている。 

54 刑事和解カンファレンス・ペーパーはTJフ

レンドリーなボトル使用--アリゾナルール--の

明白な事例であり、TJワインをその中にどの

ように導入できるかを示すものである。Id. at 

854-55. Dana Segevによる最近の論稿、The 

TJ Mainstreaming Project: An Evaluation of 
the Israeli Youth Act, 7 ARIZ. SUMMIT L. 

REV. (forthcoming 2014) は、TJ主流化のワ

イン／ボトルの方法論をどのようにして即活

用できるかを完璧に描き出している。さら

に、少なくともアメリカ合衆国では、最近ア

メリカ合衆国司法長官エリック・ホルダーが

アメリカ法律家協会に対して行なった重要な

演説が、TJ主流化プロジェクトの武器となる

だろう。Holder’s Remarks to ABA, supra 
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編集後記 

編集後記 

 治療的司法ジャーナル2号を発刊することができた。本号には、海外視察報告と翻
訳の二つの原稿が寄せられた。センター客員研究員であり弁護士の菅原直美氏による
報告「現行制度のままで実現可能な『日本版ドラッグ・コート』」は、アメリカ・ハ
ワイ州とオーストラリア・シドニーにおけるドラッグ・コート視察に基づく。同報告
は、両法域におけるドラッグ・コートの運用を踏まえると、日本においても、裁判所
が主導する制度を利活用することで、法改正なくドラッグ・コートを実践できること
を主張する。また、弁護士の立場から、実践例を具体的に提示する。とりわけ薬物事
犯の弁護を行う弁護士たちにぜひ読んでもらいたい。 

 同じくセンター客員研究員である森村たまき氏による翻訳は、“TJ”を提唱した
ウェクスラー教授の論稿を邦訳したものである。問題解決型裁判所の増加したアメリ
カにおいて新たに生じた問題について、刑事手続の各段階に応じて分析し、TJをより
効果的に裁判実務に取り入れるための方策を提案する。特に、出口支援やダイヴァー
ジョンとの関係で、いかにすればTJ専門職の実務・技術を刑事手続で活用できるかと
いう視点は、日本におけるTJの実践を志向するうえで極めて示唆に富む。 

 次号も、投稿論文を引き続き募集する。本号掲載の論文執筆要綱や論文提出時に必
要な所定の用紙は、当センターウェブサイトに掲載予定であるので、こちらを確認し
ていただきたい。日本における治療的司法の議論を活発にするためにも、多様な論文
投稿を期待する。（編集委員会） 
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